
３
・
４
月
は
引
っ
越
し
シ
ー

ズ
ン
で
す
。
毎
年
こ
の
時
期
に

な
る
と
、
市
民
課
や
地
区
事
務

所
な
ど
の
窓
口
は
、
入
学
、
就

職
、
退
職
、
転
勤
な
ど
に
伴
う
、

住
民
異
動
届
や
各
種
証
明
書
な

ど
の
交
付
申
請
が
集
中
す
る
た

め
に
大
変
混
雑
し
ま
す
。

次
に
掲
げ
る
期
間
な
ど
は
、

特
に
込
み
合
い
ま
す
。
お
急
ぎ

で
な
い
人
は
、
避
け
て
き
た
ほ

う
が
待
ち
時
間
も
少
な
く
て
済

み
ま
す
。

・
３
月
下
旬
か
ら
４
月
上
旬

・
１
週
間
の
う
ち
で
は
月
曜
日

市
外
へ
の
転
出
届
は
お
早
め
に

転
出
届
（
市
外
へ
住
所
を
移

す
と
き
に
す
る
届
け
）
は
、
転

出
予
定
日
お
よ
び
新
し
い
住
所

が
決
ま
り
、
転
出
す
る
こ
と
が

確
定
し
た
後
で
あ
れ
ば
届
け
出

が
で
き
ま
す
。
転
入
届
（
市
外

か
ら
市
内
に
住
所
を
移
し
た
と

き
に
す
る
届
け
）
、
転
居
届

（
市
内
で
住
所
が
移
っ
た
と
き

に
す
る
届
け
）
は
新
し
い
住
所

に
移
っ
て
か
ら
14
日
以
内
に
届

け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
代
理
人
が
異
動
届
を

提
出
す
る
場
合
は
、
代
理
人
の

身
分
を
証
明
で
き
る
運
転
免
許

証
や
パ
ス
ポ
ー
ト
な
ど
を
提
示

し
て
も
ら
い
ま
す
。

国
保
・
年
金
の

手
続
き
も
ご
一
緒
に

国
民
健
康
保
険
、
国
民
年
金

の
加
入
者
は
、
住
所
の
異
動
届

の
際
に
、
必
ず
保
険
証
、
年
金

手
帳
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

住
所
・
生
年
月
日
の
確
認
を

住
民
票
、
戸
籍
謄
抄
本
な
ど

の
交
付
を
申
請
す
る
と
き
は
、

住
所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
世

帯
主
名
、
本
籍
地
、
戸
籍
の
筆

頭
者
な
ど
の
記
入
が
必
要
で
す
。

よ
く
確
認
し
、
請
求
者
の
印
鑑

を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
印
鑑
証
明
書
の
申
請

に
は
、
印
鑑
手
帳
を
お
待
ち
く

だ
さ
い
。
※
市
役
所
の
駐
車
場

は
、
こ
の
時
期
大
変
込
み
合
う

こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
車
で

の
来
庁
は
な
る
べ
く
ご
遠
慮
く

だ
さ
い

問
い
合
わ
せ

市
民
課
、
地
区

事
務
所
市
民
係
へ

引
っ
越
し
の
際
は

水
道
局
・
公
益
事
業
に
連
絡
を

転
居
、
転
出
さ
れ
る
人
は
、

引
っ
越
し
の
５
日
前
ま
で
に

「
水
道
使
用
料
等
の
お
知
ら
せ
」

ま
た
は
「
領
収
書
」
の
お
客
様

番
号
を
確
認
の
上
、
電
話
で
水

道
局
へ
使
用
の
中
止
を
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
入
居
さ
れ
る
人
は
、

事
前
に
入
居
先
の
水
道
蛇
口
な

ど
に
付
い
て
い
る
「
水
道
使
用

に
つ
い
て
の
お
願
い
」
の
礼
に

記
入
し
て
あ
る
お
客
様
番
号
を

確
認
し
て
、
水
道
局
へ
使
用
の

申
し
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

連
絡
先

西
新
潟
の
人
（
�
２

６
６
・
９
３
１
１
）、
東
新
潟
の

人
（
�
２
４
１
・
８
７
７
１
）
へ

※
公
益
事
業
に
つ
い
て
も
早
め

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

Ｎ
Ｔ
Ｔ
（
�
１
１
６
）

東
北
電
力
（
�
２
２
３
・
３
１

４
１
）

北
陸
ガ
ス
（
�
２
２
９
・
７
０

０
０
）

Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
�
０
１
２
０
・
１
５

１
５
１
５
）

中
央
郵
便
局
（
�
２
４
４
・
９

２
３
８
）

市
で
は
、
３
月
９
日
に
オ
ー

プ
ン
す
る
総
合
福
祉
会
館
（
八

千
代
１
）
で
、
４
月
よ
り
身
体

障
害
者
の
介
護
型
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
事
業
を
新
た
に
開
始
し
ま
す
。

同
事
業
は
、
重
度
の
身
体
障

害
者
を
対
象
に
、
送
迎
、
介
護
、

入
浴
、
給
食
サ
ー
ビ
ス
を
実
施

す
る
も
の
。
利
用
で
き
る
の
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
・
肢
体
不
自

由
１
・
２
級
で
、
65
歳
未
満
の

在
宅
で
常
時
介
護
が
必
要
な
人

で
す
。

特
殊
浴
槽
で
の
入
浴
、
利
用

者
の
状
態
に
合
わ
せ
た
給
食
、

そ
の
他
介
護
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス

を
行
い
、
同
会
館
で
１
日
過
し

て
も
ら
い
ま
す
。
ま
た
、
介
助

を
行
う
職
員
が
、
自
宅
ま
で
リ

フ
ト
付
き
ワ
ゴ
ン
車
で
送
迎
し

ま
す
。

利
用
人
数
は
１
日
当
た
り
お

お
む
ね
５
人
。
開
所
日
は
、
月

曜
・
祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く

毎
日
で
す
。
利
用
を
希
望
す
る

人
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

な
お
、
利
用
に
際
し
て
は
実
費

負
担
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

障
害
福
祉
課

（
�
内
線
２
６
２
２
）
へ

け
ま
す
。
ま
た
、
隔
週
で
行
っ

て
い
た
法
律
相
談
は
、
毎
週
土

曜
日
に
実
施
し
ま
す
。

３
月
９
日
の
総
合
福
祉
会
館

（
八
千
代
１
・
３
・
１
）
の
開

館
に
伴
い
、
表
の
通
り
業
務
を

移
転
し
ま
す
。
従
来
の
場
所
で

の
業
務
は
、
３
月
５
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

な
お
、
東
・
西
心
配
ご
と
相

談
所
は
、
総
合
福
祉
会
館
内
に

「
心
配
ご
と
相
談
所
」
と
し
て

統
合
し
ま
す
。
統
合
を
機
に
、

相
談
日
を
拡
大
し
、
一
般
相
談

は
土
・
日
曜
、
祝
日
も
受
け
付
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市役所への郵便は、「〒951-8550 新潟市役所◯◯課」で届きます。

１歳６カ月児健康診査
対象 平成９年８月生まれ（入舟・曽野
木地区会場は４月実施、西・北地区会場
は７月生まれを含む）
持ち物 母子健康手帳、問診票、フッ素
塗布希望者は料金970円
問い合わせ 保健所保健予防課（�内線
3643）へ　※案内と問診票は郵送します

３ 歳 児 健 康 診 査
対象 平成７年９月生まれ
持ち物 母子健康手帳、問診票、尿、印鑑
問い合わせ 保健所保健予防課（�内線
3643）へ
※問診票と尿容器は対象者に郵送します

医師による精神保健福祉相談

申し込み　保健所健康増進課（�内線
3666）へ

時　間

午後１時半～３時半

医師による老人精神保健福祉相談
対象 痴ほうなどで困っている人・家族

申し込み　保健所健康増進課（�内線
3666）へ

会　場
保健所東分室
保健所西分室

月　日
３・９
３・25

時　間

午後１時半～３時半
酒 害 相 談

日時　３月１・15日午後１時～３時
会場　保健所健康増進課（市役所第２分
館２階）
対象　酒で悩んでいる人・家族
申し込み　会場（�内線3666）へ

会　場
保健所東分室
保健所西分室

日
毎週木曜日
毎週火曜日

歯 の 健 康 相 談
日時 ３月16日午後１時～３時
会場 木戸公民館
内容 歯科医師による虫歯、歯肉炎、歯
石などの検査、歯科衛生士によるブラッ
シング指導（１人15分程度）
定員 先着10人
申し込み 保健所保健予防課（�内線3
647）へ

健 康 相 談
基本健康診査の受診記録票、健康手帳のある人は

お持ち下さい。
地　区 月　日 会　　　場 時　間

内 野

中 野 小 屋
沼 垂
大 形
石山・大江山
南 浜
石 山
大 江 山
曽 野 木
中 野 小 屋

坂 井 輪

３・４
３・10
３・11
３・５
３・３
３・８
３・11
３・３
３・11
３・10
３・３
３・11
３・９

※西地区保健センター
上新町集会所
中野小屋連絡所

※東地域保健福祉センター
※大形連絡所
※石山地区保健センター
※南浜連絡所
※シルバーピア石山
老人憩いの家・大江山荘
曽野木分室
老人憩いの家・明和荘

※坂井輪地域保健福祉センター
老人憩いの家・小針荘

午前10時～11時半
午 後 １ 時 ～ ３ 時

午前10時～１１時半
午後１時半～３時

午後１時半～３時

※印は栄養士による相談あり

寺尾新町交番が移転します
３月11日から寺尾東３-15-23に移転

します。
新名称 寺尾交番
問い合わせ �269-2490

老人福祉センターことぶき荘

講座受講生による作品展
日時 ３月３日～６日午前９時半～午後
４時（初日は午後１時から、最終日は午後
３時まで） 内容 書道、生け花、ほか
問い合わせ 同センター（�228-8944）へ

赤十字家庭看護法講習会
日時 ３月29日～31日午前９時半～午
後４時半　対象 高校生先着30人
会場 日本赤十字社県支部
参加費 300円
申し込み 会場（�231-3121）へ

高齢者保健文化施設 有明センター
申し込み 同センター（�231-3082）へ
参加費 500円（実費別途）
�水墨画教室
日時 ４月５・19日午前10時～11時半
対象 60歳以上先着30人
�太極拳教室
日時 ４月６・20日午前９時半～10時半
対象 60歳以上先着20人

講演会 「臓器移植」への理解を求めて
日時 ３月７日午後０時半～４時
会場 新潟ユニゾンプラザ
内容 脳死と法医学、ほか
問い合わせ 県腎臓病患者友の会事務局
（�280-7441）へ

す
。一

般
的
に
、
薬
は
使
用

（
常
用
）
量
が
増
え
て
も
、
あ

る
量
か
ら
は
効
果
が
頭
打
ち

に
な
っ
て
、
副
作
用
（
中
毒
、

過
剰
反
応
）
の
発
生
頻
度
だ

け
が
増
え
て
き
ま
す
。

こ
の
た
め
、
薬
の
使
用
量

が
出
た
と
き
な

ど
、
症
状
が
出

た
と
き
に
薬
を

一
時
的
に
服
用

（
使
用
）
す
る

こ
と
を
言
い
ま

頓
服
﹇
と
ん
ぷ
く
﹈
１
剤

を
分
け
ず
に
そ
の
時
１
回
に

服
用
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ

の
薬
剤
。
（
広
辞
苑
、
岩
波

書
店
）

つ
ま
り
、
頭
が
痛
い
と
き

や
、
お
腹
が
痛
い
と
き
、
熱

で
効
果
が
表
れ
、
２
時
間
く
ら

い
で
効
果
が
最
大
に
な
り
、

徐
々
に
効
果
が
薄
れ
て
き
ま
す
。

個
々
の
薬
剤
に
つ
い
て
は
、

か
か
り
つ
け
の
薬
局
な
ど
で
お

尋
ね
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
市
薬
剤
師
会
）

は
、
効
果
が
十
分
に
あ
っ
て
、

副
作
用
や
中
毒
、
過
剰
反
応
が

出
に
く
い
量
に
設
定
さ
れ
て
い

ま
す
。

一
方
、
頓
服
薬
の
１
回
量
は
、

こ
の
使
用
量
よ
り
多
め
に
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

服
用
し
て
す
ぐ
に
効
か
な
い
か

ら
と
い
っ
て
、
た
て
続
け
に
頓

服
薬
を
服
用
す
る
こ
と
は
、
効

果
が
で
る
よ
り
、
副
作
用
が
起

お
く
す
り
百
科

お
く
す
り
百
科�

お
く
す
り
百
科�頓

服

と

ん

ぷ

く

薬

き
る
可
能
性
だ

け
を
高
く
し
て

し
ま
い
ま
す
。

普
通
、
内
服

し
た
薬
は
、
20

〜
30
分
く
ら
い

旧
※業務は３月５日まで行います

新 業務開始日

市役所第２分館１階
（�内線2675）
市役所第２分館１階
（�226-2269）

市役所第２分館２階
（�内線2658）

市社会福祉センター
（�243-4366）
市社会福祉センター
（�243-4370）
東心配ごと相談所
市社会福祉センター内
（�243-4369）
※３月６日の弁護士相談は休
みます

西心配ごと相談所
北部総合コミュニティセンタ
ー内
（�222-5371）

総合福祉会館３階
（�248-7172）
総合福祉会館３階
（�248-7175）

総合福祉会館１階
（�248-6283）

総合福祉会館３階
（�243-4366）
総合福祉会館１階
（�243-4370）
総合福祉会館１階
（�243-4369）

３月８日

３月９日

３月８日

３月９日

一般相談
火～土曜日…午前９時～

午後４時
日曜・祝日 …午前10時～

午後３時
法律相談（予約制）
毎週土曜日…午前９時～正午

市福祉公社

まごころヘルプ

在宅介護相談コーナー
（在宅介護相談セン
タ－から名称変更）

社会福祉協議会

ボランティアセンター

心配ごと相談所
（東・西心配ごと相談
所を統合）

老人精神保健講演会
日時 ３月11日午後１時半～３時
会場 総合福祉会館
内容 すてきな人生を歩もう～心と健康
講師 河内さくら（さくらクッキングル
ーム主宰） 定員 先着120人
申し込み 保健所健康増進課（�内線
3665）へ修学資金を貸し付けます

低所得者世帯を対象に進学費用の貸し
付けを行っています。所得の基準、貸付
金額などについては、お問い合わせくだ
さい。
問い合わせ 市社会福祉協議会（�243-
4366）へ

精神保健福祉協会市民講座

会場 総合福祉会館　定員 各日先着50人
申し込み 保健所健康増進課（�内線
3666）へ

期　日
３・11
３・18
３・25

内　容
働き盛りのなやみ
家族のなやみ
思春期のなやみ

時　間

午後６時半
～８時

Ｑ

在
宅
で
介
護
サ
ー
ビ
ス
を

利
用
す
る
と
、
ど
れ
く
ら
い
お

金
が
掛
か
る
の
で
す
か
？

Ａ

要
介
護
・
要
支
援
の
認
定

段
階
に
よ
っ
て
、
保
険
給
付
の

対
象
と
な
る
サ
ー
ビ
ス
利
用
の

限
度
額
が
月
額
で
定
め
ら
れ
ま

す
。限

度
額
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
費

用
の
９
割
が
保
険
か
ら
給
付
さ

れ
ま
す
の
で
、
残
り
の
１
割
を

負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

限
度
額
と
各
サ
ー
ビ
ス
の
単

価
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）
は
、

国
で
検
討
中
で
す
の
で
、
決
ま

り
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

Ｑ

施
設
に
入
所
し
て
い
る
人

も
１
割
の
負
担
で
す
か
？

Ａ

施
設
の
種
別
や
要
介
護
度

に
よ
っ
て
金
額
は
異
な
り
ま
す

が
、
介
護
費
用
の
１
割
を
負
担

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、

介
護
費
用
の
ほ
か
に
食
費
の
一

部
負
担
（
月
額
お
よ
そ
２
万
３

千
円
程
度
の
見
込
み
）
を
し
て

い
た
だ
き
ま
す
。

施
設
で
使
用
さ
れ
る
紙
お
む

つ
な
ど
は
介
護
費
用
の
中
に
含

ま
れ
ま
す
が
、
洗
面
用
具
や
雑

誌
や
お
や
つ
な
ど
、
個
人
的
な

も
の
に
つ
い
て
は
、
自
己
負
担

と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

高
齢
者
福
祉
課

介
護
保
険
準
備
室
（
�
内
線
２

７
７
２
・
２
７
７
３
）
へ

介
護
保
険
制
度
の
意
義
と

そ
の
内
容
、
実
施
に
向
け
た

行
政
の
取
り
組
み
、
今
後
の

課
題
な
ど
を
分
か
り
や
す
く

紹
介
す
る
、
県
広
報
番
組

「
サ
ン
デ
ー
に
い
が
た
ス
ペ

シ
ャ
ル
〜
待
っ
た
な
し
介
護

保
険
」
が
２
月
28
日
に
放
送

さ
れ
ま
す
。

放
送
日
時

２
月
28
日
午
後

４
時
〜
同
54
分
　
※
３
月
９

日
午
前
10
時
22
分
〜
11
時
15

分
に
再
放
送
し
ま
す

放
送
Ｔ
Ｖ
局

Ｂ
Ｓ
Ｎ
新
潟

放
送
※
全
編
手
話
通
訳
付
き

介護保険って�
なぁ～に？�


